
Ａ ・額改定請求書

申請要否フロー

必要書類

※郵送で提出する場合、「身分証明書の写し」が必要となります。
※別居している児童がいる場合、「別居監護申立書」の提出になります。　→窓口またはＨＰからダウンロードで
きます。
※上記必要書類以外にも、別途、書類が必要となる場合がありますのでご留意ください。
※申請不要の方で増額対象の場合は令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付します。

Ｂ
・額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書

Ｃ

・認定請求書（父母等の間の所得が高い方が請求者になります）
・請求者名義の健康保険証の写し
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
監護相当・生計費の負担についての確認書

Ｄ
・認定請求者（父母等の間の所得が高い方が請求者になります。）
・請求者名義の健康保険証の写し
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

西原町から児童手当（特例給付）の受給をしていますか？ 

高校生年代の児童がいますか？ 児童を養育している父母等の間の 

所得の高い方の職業は公務員ですか？ 

高校生年代の児童は、支給要件

児童として認定されていますか？ 

19歳～22歳（に到達して最初の3月31日

まで）の子を含めて3人以上の子を養育

していますか？ 

19歳～22歳（に到達して最初の3月31

日まで）の子を含めて3人以上の子を

養育していますか？ 

申請必須（Ａへ） 申請必須（Ｂへ） 

申請不要 

所得の高い方の勤務先

へお問合わせください。 

所得の高い方の住所地は 

西原町ですか？ 

所得の高い方の住所

地へお問合せください。 

19歳～22歳（に到達して最初の3月31

日まで）の子を含めて3人以上の子を

養育していますか？ 

申請必要（Ｃへ） 申請必要（Ｄへ） 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 
はい 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


